
保護者のみなさまへ 

多摩市児童青少年課 

こんなときどうする？～学童クラブの災害対応～   Ver.３ 

 

 多摩市では災害対策基本法に基づき「多摩市地域防災計画」を策定し、万が一の災害発生時に備えていま

す。もし、大きな災害が起きたら？ 学童クラブでは基本的に下記のように対応いたします。 

 

Ⅰ．大地震が発生したとき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ．地震警戒宣言が発令されたとき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ．風水害が発生したとき 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご活用ください！「多摩市の防災･防犯メールサービス」  登録用メールアドレス register＠tm.lisamail.jp 

※このメールサービスは市内の防災や防犯に関する情報をお知らせするもので、各学童クラブからの緊急配信とは異なります。 

※大地震発生時には通信機能が混乱するため、学童クラブから個

別に連絡を行うことができないことが予想されます。テレビ、ラ

ジオ、防災無線等で情報を収集し、身の安全に十分留意してお子

さんの引取りをお願いします。なお、引取りの際には、必ず学童

クラブの職員に知らせて引渡しの確認を受けてください 

子どもたちが学童クラブにいるとき 開所時間外や子どもたちがいないとき 

・発令と同時に閉所となり、保護者等への引渡し

を行います。保護者等への引渡しが完了する

まで、学童クラブで保護します。 

・学童クラブは閉所となり、安全が確認されるま

で、利用はできません。 

・学校にいる場合は、学校にて保護されますの

で、直接学校へ引き取りに向かってください。 

・学童クラブへ向かっている途中の場合、学校と

連携して速やかに安全を図る対応をします。 

子どもたちが学童クラブにいるとき 開所時間外や子どもたちがいないとき 

・災害の状況により、子どもたちを安全に帰宅させ

ることが困難な場合、電話や緊急配信メールによ

り保護者に連絡して、引取りをお願いすることも

あります。 

・学童クラブの施設や周辺地域に大きな被

害があった場合、学童クラブは閉所にな

ることもあります。電話や緊急配信メー

ルで対応をお知らせします。 

・子どもたちの安全を最優先に確保します。 

・学童クラブ内外の被害状況を確認し、状況に

応じた対応をします。 

・学童クラブは閉所となり、安全が確認されるま

で、利用はできません。 

・学校にいる場合は、学校にて保護されますの

で、直接学校へ引き取りに向かってください。 

・学童クラブへ向かっている途中の場合、学校と

連携して速やかに安全を図る対応をします。 

 

学童クラブに大きな被害がある場合 

学童クラブには大きな被害がない場合 ・近くの安全な指定避難所（小中学

校）に避難します。 

・避難先については玄関先などに掲

示しておきます。 
・子どもたちは学童クラブに滞在させ、保護者に

よる引取りを待ちます。 

・保護者の引取りがあるまで、職員が

保護します。 

子どもたちが学童クラブにいるとき 開所時間外や子どもたち等がいないとき 


